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１ はじめに                                    

 鯖江市女性職員の活躍推進に関する特定事業主行動計画（以下「本計画」という。）は、

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成２７年法律第６４号。以下「法」と

いう。）第１５条に基づき策定する特定事業主行動計画で、鯖江市の市長部局職員、議会事

務局職員、監査委員事務局職員、教育委員会職員、選挙管理委員会職員、公平委員会職員、

農業委員会職員を対象としています。 

なお、県費負担教育委員会職員については、福井県教育委員会が策定する特定事業主行動

計画の対象とします。 

 

２ 計画期間                                    

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律は、平成３７年度までの時限立法です

が、本計画は、現状に即した計画推進にあたるため、平成２８年４月１日から平成３２年

３月３１日までの４年間を前期の計画期間とします。 

 

３ 計画の推進体制                                 

⑴ 本市では、組織全体で継続的に女性職員の活躍を推進するため、必要に応じて計画

の見直しを行います。 

⑵ 職員に対し庁内ネットワークを活用し、育児支援制度の情報を提供します。 

⑶ 仕事と子育ての両立等について、必要に応じて相談・情報提供を行います。 

⑷ 啓発資料の配布等により行動計画の周知徹底を図ります。 

⑸ 毎年１回、前年度の取組状況や目標に対する実績等を市のホームページへの掲載 

 により公表します。 

 

４ 女性職員の活躍の推進に向けた取組                                  

法第１５条第３項および女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特

定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令（平成２７年内閣府令第６１号。以下「内閣府

令」という。）第２条に基づき、市長部局、市議会事務局、監査委員事務局、教育委員会

事務局における、それぞれの女性職員の職業生活における活躍に関する状況を把握した結

果、女性職員の活躍を推進するため、次のとおり取り組みます。 

なお、目標の内容等については、連名の各事業主の人事管理が、採用から配置・育成、

登用に至るまで市長部局で一体的になされていることから、各事業主の共通した目標とし

て位置付けます。 

⑴ 採用関係 

① 多くの優秀な女性を幅広く採用できるよう、採用試験受験の女性受験者拡大に向

け、大学等での採用説明会に積極的に女性職員を派遣し、女性の視点から見た業務

のやりがい等を分かりやすく説明します。 
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② 採用試験・業務内容説明会における子育て支援コーナーの設置や採用パンフレッ

ト、市のホームページ等に仕事と子育てに励む女性職員の声や子育て支援制度の紹

介などを掲載するなど、女性が働きやすい職場であることを積極的に広報します。 

⑵ 配置・育成・教育訓練および登用 

 ① 女性職員の活躍推進に向けて、女性職員を対象とした研修会への参加を促すこと

でキャリア形成の支援を行います。 

   ② 採用５年目、１０年目職員を対象に、これまでの職務経験を振り返り、自己の

能力、適性を把握した上で、自らのキャリアの方向性を考える「キャリアデザイン

研修」を実施することで、キャリア形成の支援を行います。 

 ③ 管理職に必要なマネジメント能力等の付与のための研修会への参加により女性

職員のキャリア形成の支援を行います。 

   ④ 女性職員の活躍推進に向けて、指導的地位を担う女性職員を積極的に登用します。 

    【数値目標】 

 内  容 現状（平成 26 年度） 目標（平成 31 年度） 

女性管理職の割合（参事級以上） 22% 30％ 

⑶ 継続就業および仕事と家庭の両立関係 

    仕事と家庭の両立支援制度の導入は進んでいるものの、一般的に、育児・家事・介

護等の家庭責任のために、男性が仕事に制約を抱えることが当然とは受け止められに

くい風土があります。こうした意識を払拭するためにも、男性職員の育児休業、配偶

者出産休暇、育児参加のための休暇等の取得促進等により、男性職員の家庭生活（家

事・育児・介護等）への関わりを推進し、男女を問わず育児や介護等を担う職員が活

躍できる職場環境を整備します。 

① 全ての男性職員が取得できる子どもが生まれた時の配偶者出産休暇ならびに妻

の産後等の期間中の育児参加休暇および育児休業等の制度の内容や育児休業手当

金の支給等の経済的支援措置について周知し、これら休暇等の取得を促進します。 

② 子どもの出生予定を申し出た職員に対し、個別に育児休業等の制度・手続きに

ついて説明を行います。 

③ 育児休業の取得の申出があった場合には、所属課等で業務分担の見直し等を検

討することとします。 

④ 育児休業期間中の職員の業務を遂行することが困難なときは、臨時的任用制度等

の活用による適切な代替要員の確保を図ります。 

⑤ 育児休業を取得している職員が円滑に職場に復帰できるよう、職場から定期的に

職場や業務に関する情報の送付等を行います。 

    【数値目標】 

 内  容 現状（平成 26 年度） 目標（平成 31 年度） 

男性職員の育児休業取得率 11％ 20％ 
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⑷ 長時間勤務関係 

長時間勤務は、男性職員の家事・育児・介護等の分担を困難にし、当該男性職員 

   の配偶者である女性職員の障害ともなりかねません。 

このため、事務の効率化や超過勤務削減、年次休暇を取得しやすい雰囲気作り等、 

仕事と家庭生活の調和の推進に資する取組を人事評価において適正に評価します。 

○恒常的な超過勤務の縮減について 

① 小学校就学始期に達するまでの子どものいる職員の深夜勤務及び超過勤務を

制限する制度について周知徹底を図ります。 

② 定時退庁日（毎週水曜日：ノー残業デー）の周知徹底を図り、ノー残業デーに

超過勤務を命ずる場合は、総務課へ事前に報告書を提出します。 

③ 各課の超過勤務の状況および超過勤務の特に多い職員の状況を把握して、当該

管理職職員の超過勤務に関する認識の徹底を図るとともに、当該職員の健康管理

に特に気を配るよう指導します。 

④ 午後９時に退庁を促す館内放送を流し、各職員の超過勤務時間数縮減の達成に

努めます。 

【数値目標】 

 内  容 現状（平成 26 年度） 目標（平成 31 年度） 

超過勤務年間平均時間 116 時間 110 時間 

○休暇取得の促進について 

① 職員が年間の年次休暇取得目標日数を設定し、その確実な実行を図ります。 

② 部課長会議等において、定期的に年次休暇の取得促進を徹底させ職場の意識改

革を図ります。 

③ 所属長に対して、部下の年次休暇の取得状況を把握させ、計画的な休暇の取得

を指導させます。 

④ 子どもの授業参観など子育て（地域貢献活動を含む）等にかかる年次休暇の取

得を促進します。 

⑤ ゴールデンウィーク期間や夏季休暇期間の前後における休暇の取得、月曜日・

金曜日と組み合わせた年次休暇の取得による連続休暇の取得促進を図り、家族と

ふれあう時間を確保するとともに職員の心身の健康増進に配慮するよう努めま

す。 

⑥ 小学校就学の始期に達するまでの子の看護のための特別休暇の取得促進につ

いて周知徹底を図るとともに、職場全体で支援を行います。 

【数値目標】 

 内  容 現状（平成 26 年度） 目標（平成 31 年度） 

年次休暇取得率 33％ 40％ 

 


